
令和５年度かごしま地域活性化協働推進事業
二次募集 募集要項

１ 趣旨

この事業は，地域コミュニティ組織やＮＰＯ法人，ボランティア団体，その他営利
を目的としない活動を実施している法人等と県が，様々な地域課題の解決に向けて，
協働して取り組み，ＳＤＧｓ等の達成に向けた事業を推進するものです。

・ 県が示す地域課題に係る「取組テーマ」に沿って，県とＮＰＯ法人等の団体等が
それぞれの特性を生かして協働で地域課題の解決に取り組んでいくものです。

・ 協働で事業実施を希望する団体等（２「応募できる団体等」参照）は，テーマを
設定した県の担当課（以下「担当課」という）に事業の企画を提案し，事業内容等
について両者の協議を整えて，連名で申請していただきます。（４ページ９(５)「担
当課との事前協議」参照）

・ 申請があった事業の中から県が採択した事業を，ＮＰＯ法人等の団体等と担当課
が協働により実施することになります。

協働とは … 共通の目標の実現のため，関係者が互いを理解し，それぞれの特性を活かしなが

ら互いの自主性と自立性を尊重し，対等な関係の構築を図りつつ，責任と役割を

共有・分担し，協力・協調し，成果を共有すること。

２ 応募できる団体等

応募できるのは，地域コミュニティ組織，ＮＰＯ法人，ボランティア団体，その他
非営利活動団体のほか，企業，大学等で，次の（１）～（５）の全ての要件を備えて
いる団体等（以下「団体等」という。）です。

また，複数の団体による共同事業体の応募もできます。この場合，共同事業体の幹
事団体は，次の要件を備えており，構成団体も（２）を除く要件を備えていることが
必要です。

（１） 定款や規約等を有し，責任者が明確で，独立した経理を行っていること

（２） 県内に事務を行う場所を有し，県内で１年以上の営利を目的としない活動実績
があること
なお，任意団体を法人化した場合は，任意団体の活動歴も含めます。

（３） 実施しようとする事業内容が，定款や規約等に適合していること
（ＮＰＯ法人にあっては，応募時にこれが確認できない場合，企画採択後に定

款変更認証申請を行うこと。）

（４） ＮＰＯ法人にあっては，特定非営利活動促進法第２９条第１項に定める事業報
告書等を所轄庁に提出していること

（５） 次のいずれにも該当しないこと
ア 宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦・支持・反対することを目

的とする団体
ウ 暴力団
エ 役員等が，暴力団員等であると認められる団体等
オ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している団体等
カ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用している団体等



キ 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問
わず，金銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与する
など直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している団体等

ク 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい
る団体等

ケ 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をする
ためにこれらを利用している団体等

（６） 上記（５）に掲げる用語の意義は，以下に定めるところによります。
ア 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
イ 暴力団員等 鹿児島県暴力団排除条例（平成２６年鹿児島県条例第２２号）

第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。
ウ 団体等 法人その他の団体又は個人をいう。
エ 役員等 次に掲げる者をいう。

① 法人にあっては，非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所
その他これらに準じるものをいう。）を代表する者その他いかなる名称を有
するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的
に支配している者

② 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事その他①に掲げる者と同
等の責任を有する者

③ 個人にあっては，その者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有
するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的
に支配している者

※ 共同事業体で応募する場合は，次の事項に留意してください。
・ 共同事業体を構成する団体の中から，県に対する窓口として代表団体（幹事団
体）を選出すること

３ 対象となる事業

対象とする事業は，次の全てを満たす必要があります。

（１） 営利を目的としない 事業であること※

（２） 「取組テーマ」の「背景・地域課題」に沿ったものであり，県における広域的
課題やその地域ならではの課題の解決に向けて取り組む先進的・先駆的な事業で
あること

（３） 多様な主体が地域課題の解決に向けて協働で取り組む仕組み構築するもので，
地域コミュニティの再生・創出に資する事業であること

（４） 団体等の特性（専門性，柔軟性，自発性，個別性，多様性，機動性等）を活か
すことにより，成果が期待できる事業であること

,（５） 事業終了後（翌年度以降）も，事業成果を活かした取組が行われる事業である
こと

※ ここでいう「営利を目的としない」とは，団体の構成員に対して，剰余金（利
益）を分配したり，財産を還元しないということです。

４ 事業の実施体制

事業の実施に当たっては，必要に応じて地域における多様な主体と協働します。
※ 多様な主体の例：自治会や町内会等の地域コミュニティ組織，その他ＰＴＡや

あいご会，青年団，老人クラブ，消防団等の地縁団体，ＮＰＯ法人やボランティ
ア団体，社会福祉協議会，社会福祉施設，学校，企業，商工団体等の各種団体等



５ 事業費

１件当たりの事業費の額は，１，５００千円（消費税込）を上限とします。

６ 採択件数

３件程度（事業費の総額４，５００千円以内）

７ 事業の実施期間

令和５年８月から令和６年３月８日（金）

８ 対象となる経費等

（１） 対象となる経費
対象経費は以下のとおりとします。ただし，団体等の運営に係る経常的な経費

は除きます。
人件費，謝金，旅費，消耗品費，印刷製本費，通信運搬費，使用料及び賃借料，

委託費，施設等整備費，設備・備品購入費等

（２） 施設及び設備・備品の整備
ア 本事業における施設や設備・備品の整備は，本事業の目的を達成するために

真に必要不可欠であり，事業終了後もその目的に沿って継続して適正に管理・
使用されることが明らかな場合に限るものとし，上限額は原則として総事業費
の１／２以内とします。

なお，本事業に地方創生推進交付金が財源として充当された場合は，国への
協議が必要となり，承認を受ける必要があります。

イ 施設整備に国及び地方公共団体等の他の事業が活用できる場合には，それを
優先するものとし，活用が困難な場合に限り，本事業の対象とすることとしま
す。
なお，その場合，当該施設等の整備に係る経費に充当できる割合は，他の事

業の補助率等（助成率，交付割合等）以下とします。

９ 応募期間と応募方法

（１） 応募期間
令和５年７月５日（水）～７月31日（月）午後５時まで（必着）

（２） 応募方法
次の（３）の提出書類を応募先（下記「17 問合せ及び応募先」参照）に郵送

（信書便を含む）するか，直接お持ちください。
※ ファクスや電子メールでの応募は受け付けません。

（３） 提出書類
ア 申請書 【様式第１号】
イ 事業計画書【様式第２号】
ウ 添付資料

① 団体等の定款，規約，又はこれに代わるものの写し
② 団体の活動直近１年間の事業実績，及び類似案件の実績や応募事業の内容

を理解するために参考となる資料
③ 共同事業体応募構成届書【様式第３号】（※共同事業体で応募の場合のみ）
※ 提出書類の様式は，県のホームページに掲載していますので御利用くださ

い。



［総合トップ＞一般・県民の方々＞くらし・環境＞共生・協働（ＮＰＯ等）＞
共生・協働関連事業 ＞かごしま地域活性化協働推進事業 ＞令和５年度]

（４） 提出の条件
ア 提出された企画提案書は，返却しません。
イ 企画提案書は，選考にあたり必要な範囲において複製することがあります。
ウ 企画提案書の著作権は，応募団体に帰属します。
エ 採用された企画提案書の使用権は，鹿児島県に帰属します。
オ 企画提案書の作成に要する経費は，応募団体の負担になります。

（５） 担当課との事前協議
事業実施を希望する団体等は，テーマを設定した担当課との協議が必要です。
企画提案に向けた担当課との協議を早めに（７月中旬頃までには）開始してく

ださい。
なお，担当課との協議の結果，申請できない場合もありますので，あらかじめ

御了承ください。

ＮＰＯ法人等 ❸ 提案企画の共同申請(７月31日の17時までに)

➊ 担当課に連絡 ❷ 協議
県くらし共生協働課

(７月中旬頃までに)

各テーマの県担当課

１０ 審査・選考方法

（１） 審査・選考
審査及び選考は，県において行います。

（２） 事業内容等の確認
審査の過程で，申請内容に不明な点がある場合は，電話等で確認させていただ

くことがあります。

（３） プレゼンテーション
審査に際しては，原則として事業についてのプレゼンテーションをお願いしま

す。
■ プレゼンテーションの日時・場所

・ 日時：令和５年８月８日（火）頃（予定）
・ 場所：鹿児島県庁内会議室（予定）

（オンラインでの実施も可）
＊ プレゼンテーションの日時等の詳細については，後日通知します。
＊ プレゼンテーションは原則として，応募団体である団体等と担当課の両者

で対応することとします。
＊ また，プレゼンテーションの出席に係る経費は，応募団体（団体等・担当

課）の負担とします。
＊ なお，オンラインでのプレゼンテーションも可能です。

（４） 選考結果
選考結果は，全ての応募団体に対し，文書で通知します。
なお，採択に当たって，実施方法や事業費等について，条件を付す場合があり

ます。



１１ 審査基準

（１） 事業目的の的確性
・ 地域課題の捉え方が適切で，その解決のための効果的な事業であること
・ 協働による地域課題の解決を目的とした先進的・先駆的な取組であり，他の地

域や団体のモデルとなるものであること
・ 地域コミュニティの再生・創出に資するものであること
・ 事業目的に重要性・緊急性があること

（２） 事業内容の実現性
・ 事業内容に具体性があり，実現可能であること
・ 事業を円滑に実施できる体制を有していること

（３） 事業実施方法の妥当性
・ 県との役割分担が明確かつ妥当であること
・ 必要に応じて多様な主体と協働して実施するものであること
・ 団体等の特性を活かすことができるものであること

（４） 事業の継続性
・ 事業終了後も，事業成果を活かした取組が行われることが確実であること

（５） 事業費の妥当性
・ 所要経費の積算が，事業内容に対し妥当なものであること など

１２ 事業の実施

（１） 事業実施に向けた協議（事業採択後の協議）
ア 事業を採択された団体等（以下「事業実施者」という。）は，担当課と実施

に向けた協議を改めて行います。
なお，協議の結果，事業内容の一部を変更する場合があります。

イ 担当課と事業実施者は，協議に基づき，事業の仕様書を作成します。
なお，仕様書では，役割分担やスケジュール，経費負担，取得する財産の管

理方法等を明らかにします。

（２） 見積書等の提出
事業実施者は，事業費の見積書と下記の書類を担当課に提出します。（共同事

業体の場合は，全ての構成団体についても下記の書類を提出すること）
ア 「鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱」（平成23年９月 2

7日付け生文第197号）の規定に基づく「誓約書」及び「役員等名簿」【様式第
４号】

イ 任意団体については，「心身の故障のため職務を適正に執行することができ
ない者等に該当しないことを確認した旨の書面」及び「団体の目的等について
の確認書」〔様式は別途提示〕

ウ 県税の納税証明書（各地域振興局・支庁の県税課（鹿児島地域振興局は県税
管理課）で発行します。）

（３） 契約の締結
担当課と事業実施者との間で，鹿児島県契約規則に基づき業務委託契約を締結

します。
（４） 事業進捗状況報告（中間報告等）

事業実施者は，事業の進捗状況（中間報告等）について，担当課と連名で状況
報告を提出します。（時期・様式等は別途指示）

（５） 事業実績報告
事業実施者は，事業終了後，担当課と連名で事業実績報告書【様式第５号】を

提出します。



（６） 事業費の支払い
事業費の支払いは，原則として履行確認後（事業完了検査後）に行います。
ただし，前金払が必要な場合は，その割合等を契約時に取り決めます。

１３ 協働事業の評価

（１） 協働のスタートアップ
事業の目的・目標の認識を共有するため，事業開始前に実施事業者と担当課が

話し合い，担当課が事業評価票（【様式第６号】Ⅰ 協働のスタートアップ）を
作成し，提出します。

（２） 協働のふりかえり
目標の達成状況，協働の効果や手順の妥当性等について評価し，明らかになっ

た課題を必要な改善や今後の事業に活かすため，事業終了後に実施事業者と担当
課が話し合い，担当課が事業評価票（【様式第６号】Ⅱ 協働のふりかえり）を
作成し，提出します。

１４ 会計処理等

（１） 会計区分
本事業の会計は，実施事業者の他の経理と明確に区分するものとします。

（２） 会計帳簿類の保管
会計帳簿類（証拠書類を含む。）を，本事業の完了した年度の翌年度から５年

間，県の求めに応じていつでも閲覧に供することができるように保管するものと
します。

（３） 財産の管理
ア 事業完了後の財産の帰属

事業の成果品は原則として委託元である県に帰属しますが，協働事業の場合，
受託者等が相応の経費負担をする場合があり，その場合の成果物の帰属は仕様
書等に定めることとします。

イ 財産の管理及び使用
本事業により取得し，又は効用の増加した財産の本事業完了後の管理につい

ては，契約の中で団体等と県が取り決めます。
なお，財産は，善良な管理者の注意をもって管理するとともに，事業目的を

踏まえた有効な活用を図るものとします。
また，本事業により取得し，又は効用の増加した財産の価格が５万円以上の

機械及び器具等については，減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40
年大蔵省令第15号）が定める耐用年数を経過するまで，県知事の承認を受けな
いで，本事業の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保，又は
処分に供してはならないものとします。

１５ 情報公開・情報提供

（１） 県における情報公開等
事業の実施状況及び実績の概要等を県のホームページ等で広く紹介します。

（２） 実施事業者における情報提供
実施事業者は，活動状況等について積極的な情報公開・情報提供を行うものと

します。



１６ 事業のスケジュール

募 集 令和５年７月５日（水）～７月31日（月）午後５時まで（必着）

審査・選考等 【令和５年８月】
○ 応募事業の審査による実施事業の採択
○ 選考結果の通知，公表
○ 事業の委託契約の締結

事 業 実 施 【令和５年８月（委託契約締結日）～令和６年３月８日（金）】
○ 事業評価票（協働のスタートアップ）の提出
○ 仕様書に沿って事業実施
○ 事業の進捗状況の報告（11月末頃）
○ 事業の完了，完了検査の実施

【令和６年３月14日（木）】
○ 事業実績報告書の提出
○ 事業評価票（協働のふりかえり）の提出

１７ 問合せ及び応募先

鹿児島県男女共同参画局 くらし共生協働課 協働企画係
〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０番１号 鹿児島県庁行政庁舎９階

電話：０９９－２８６－２２４７ ＦＡＸ：０９９－２８６－５５２４
Email：k-kyodou@pref.kagoshima.lg.jp

mailto:k-kyodou@pref.kagoshima.lg.jp

